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国道１０号竜ヶ水
り ゅ う が み ず

地区の通行止めについて 

令和元年 ７月１４日 ５時３０分 
 

○令和元年７月１４日５時５分現在、国道１０号鹿児島市竜 ヶ 水
りゅうがみず

地区では降雨が

連続し、土砂災害発生の恐れが大きくなっているため、本日５時３０分から、

下記の区間において全面通行止めを実施しました。 

解除の見込みについては、今後情報提供いたします。今後の道路情報にご注意

ください。 

 

【通行止め区間】 

国道１０号 

鹿児島県姶良市重富（かごしまけんあいらししげとみ） 

～鹿児島県鹿児島市吉野町磯（かごしまけんかごしましよしのちょういそ） 

【通行止め開始日時】 

    令和元年７月１４日（日）５：３０～ 

【迂回路】 

  国道１０号～稲荷町１０号・県道１６号分岐点～県道１６号 

～宮之浦交差点～県道２５号～吉田麓交差点～県道５７号 

～脇元交差点～国道１０号 

    ※大雨による災害の恐れがあるため不要不急の外出は控えてください。 
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ＴＥＬ：０９９－２１６－３１１１（代表） 



一般国道10号　竜ヶ水地区
通行規制時の迂回路

宮之浦交差点

異常気象時規制区間
Ｌ＝11.3ｋｍ

パターン①

特殊通行
規制区間
Ｌ＝1.00ｋｍ


